
 

 

 平成２８年１０月１３日  

電力広域的運営推進機関  

 

東北北部エリアにおける電源接続案件募集プロセスの開始について 

 

本機関は、系統連系希望者から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け、

東北北部エリアにおける電源接続案件募集プロセス（以下「本プロセス」とい

います。）を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご

参照ください。 

 

対象エリアにおいて、高圧以上の発電設備等の連系等を検討中の系統連系希

望者におかれましては、本プロセスへの応募につきましてご検討ください。 

今後、本機関は、本プロセスの募集要領を策定し公表いたしますので、本プロ

セスへの参加を希望される場合は、募集要領に従って、本プロセスに応募くだ

さい。 

 

なお、対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統ア

クセス業務の取扱いについては、東北電力株式会社のＨＰにおいて公表しております

ので、ご確認ください。 

東北電力ＨＰ：http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/pdf/in201604_1.pdf 

 

 

以 上 

 

 

電源接続案件募集プロセスの概要及び基本的な進め方については、広域機関ＨＰ掲

載の資料をご参考ください。 

広域機関ＨＰ「電源接続案件募集プロセスの基本的な進め方」 

http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/files/boshup_purosesu_160803.pdf 

http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/pdf/in201604_1.pdf
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/files/boshup_purosesu_160803.pdf


 

（別紙） 

 

東北北部エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要 

 

１．スケジュール 

 ・検討中 

  対象エリアが広範囲となり検討に時間を要することから、スケジュールは

後日公表いたします。 

 

 ※広域機関ＨＰ掲載の資料「電源接続案件募集プロセスの基本的な進め方」においては、プ

ロセス開始の決定・公表から募集要領の策定・公表までの期間が約２か月との記載があり

ますが、本プロセスについては、上記の理由により、それよりも時間がかかる見通しです。 

 

２．対象エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・青森県：全域 

・岩手県：全域 

・秋田県：全域 

対象エリア 



 

・宮城県 

市町村名 詳細地域 

気仙沼市 市内全域 

本吉郡 

南三陸町 

 

入谷入大船沢、入谷岩沢、入谷押舘、入谷鏡石、入谷桜沢、 

入谷新童子下、入谷新中の町、入谷たら葉沢、入谷天神、 

入谷童子下、入谷中の町、入谷林際、入谷箒畑、入谷水口沢、 

入谷山の神平、歌津、志津川秋目川、志津川旭ケ浦、志津川磯の沢、 

志津川内井田、志津川内山、志津川大久保、志津川大沢、 

志津川大畑、志津川大森、志津川大森町、志津川蒲の沢、 

志津川上の山、志津川上保呂毛、志津川北の又、志津川熊田、 

志津川黒崎、志津川御前下、志津川米広、志津川小森、 

志津川汐見町、志津川下保呂毛、志津川蛇王、志津川城場、 

志津川助作、志津川袖浜、志津川大人坊、志津川竹川原、 

志津川田尻畑、志津川立沢、志津川天王山、志津川中瀬町、 

志津川新井田、志津川西田、志津川沼田、志津川林、志津川平磯、 

志津川平井田、志津川平貝、志津川深田、志津川松井田、 

志津川廻館、戸倉、戸倉大畑、戸倉宇津野、戸倉沖田、戸倉折立、 

戸倉街道方、戸倉合羽沢、戸倉切曽木、戸倉小細谷、戸倉坂本、 

戸倉下道、戸倉滝浜、戸倉田子沢、戸倉舘の下、戸倉津の宮、 

戸倉寺浜、戸倉泥沢、戸倉長清水、戸倉波伝谷、戸倉原、戸倉日向、 

戸倉広畑、戸倉藤浜、戸倉町、戸倉水戸辺、戸倉向田 

・上記以外においても対象となる場合がありますので、詳細は東北電力株式会

社にお問い合わせください。 

 

・現在開始が決定している電源接続案件募集プロセス（青森県八戸エリア・岩

手県宮古久慈エリア）の対象エリアについては、本プロセスのものと一部、

重複しております。電源接続案件募集プロセス（青森県八戸エリア・岩手県

宮古久慈エリア）の応募締切以降に、当該対象エリアにて電源の接続を希望

される場合は、本プロセスに応募が必要となります。 

なお、電源接続案件募集プロセス（岩手県宮古久慈エリア）は平成 28 年 10

月 5日に応募締切となっております。 



 

３．暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量 

 ・業務規程第７７条第５項に基づく「暫定的に当該送電系統に確保すべき容

量」については、本プロセスの対象エリアが広範囲となり検討に時間を要

することから、同容量を定め次第、後日公表いたします。 
 

 

以 上 

 


